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     国際登録簿の更正                    166     Ｂ.Ⅲ.３４ 

     代理人の選任                      167     Ｂ.Ⅲ.３５ 

 

   指定締約国の官庁から見た手続                167      Ｂ.Ⅲ.３５ 

      国際登録の効果                      167     Ｂ.Ⅲ.３５ 

      協定又は議定書のいずれかに基づく指定           169      Ｂ.Ⅲ.３７ 

      締約国への指定の通報                  169     Ｂ.Ⅲ.３７ 

         指定の通報に使用される言語             171     Ｂ.Ⅲ.３９ 

     手数料                         171     Ｂ.Ⅲ.３９ 

       個別手数料                     171     Ｂ.Ⅲ.３９ 

            為替レートの変動による影響           172      Ｂ.Ⅲ.４０ 

            未払いの個別手数料                 172       Ｂ.Ⅲ.４０ 

       締約国への手数料の振替               173     Ｂ.Ⅲ.４１ 

         付加手数料及び追加手数料            173      Ｂ.Ⅲ.４１ 

         個別手数料                    174      Ｂ.Ⅲ.４１ 

          その他の歳入                   174      Ｂ.Ⅲ.４２ 

   国際登録の審査；保護の暫定的拒絶              174      Ｂ.Ⅲ.４２ 

       拒絶の理由                     175       Ｂ.Ⅲ.４３ 

         暫定的拒絶の通報                  177     Ｂ.Ⅲ.４５ 

            暫定的拒絶の通報の期限             177    Ｂ.Ⅲ.４５ 
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            拒絶の通報に使用する言語            178     Ｂ.Ⅲ.４６ 

       暫定的拒絶の通報の内容               178     Ｂ.Ⅲ.４６ 

            暫定的拒絶の理由の表示             179       Ｂ.Ⅲ.４７ 

            将来の手続に関する手引             181    Ｂ.Ⅲ.４９ 

       保護を与える旨の声明                181    Ｂ.Ⅲ.４９ 

       異議の申立ての提起が遅れる可能性がある旨の警告   182    Ｂ.Ⅲ.５０ 

         １８ヵ月の期限が切れる間際に提起された異議 

                          の申立て   184    Ｂ.Ⅲ.５２ 

       暫定的拒絶の通報の欠陥               184    Ｂ.Ⅲ.５２ 

         拒絶とはみなされない拒絶の及ぼす効果      186     Ｂ.Ⅲ.５４ 

       事後の手続                     187    Ｂ.Ⅲ.５５ 

            拒絶の記録及び通信               187    Ｂ.Ⅲ.５５ 

            名義人からの応答                187    Ｂ.Ⅲ.５５ 

            暫定的拒絶の確認又は撤回            187     Ｂ.Ⅲ.５５ 

     国際登録の変更                     189    Ｂ.Ⅲ.５７ 

       名義の変更が効力を有しない旨の宣言         189    Ｂ.Ⅲ.５８ 

       限定が効力を有しない旨の宣言                       190     Ｂ.Ⅲ.５８ 

     名義人の処分権の制限                  191    Ｂ.Ⅲ.５９ 

     ライセンス                                             192      Ｂ.Ⅲ.６０ 

与えられたライセンスの記録が効力を有さない旨の宣言 192      Ｂ.Ⅲ.６０ 

国際登録簿へのライセンスの記録が締約国において                                   
効力を有さない旨の宣言     193    Ｂ.Ⅲ.６１ 

     国内登録若しくは広域登録との代替            193    Ｂ.Ⅲ.６１ 

     国際登録の効果の無効                  194    Ｂ.Ⅲ.６２ 

     国際登録の更新                     195    Ｂ.Ⅲ.６３ 

     国内登録若しくは広域登録への変更            196    Ｂ.Ⅲ.６４ 

 

 

 

 

 

 


